ストレスチェック業務委託
受託事業者募集要項
江戸川区
１　募集の目的
職員の心理的な負担の程度を図る検査（以下「ストレスチェック」という。）の実施及び、その結果に基づく医師による面接指導実施等の一連の業務について、専門的な知識及び豊富な実績を有した事業者に委託をすることにより、調査・分析等の効率化及び、職員のメンタルヘルス維持・向上等を図ることを目的とする。
この要項は、ストレスチェック業務委託の受託者を公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な手続き等について定めるものである。
２　募集の概要
(１)　委託件名
　　　　ストレスチェック業務委託
　(２)　委託期間
　　　　契約締結日～令和９年３月３１日まで

· 当該委託期間中の契約履行内容が、別途本区が定める業務評定基準において、良好な成績であると認められた場合は、契約年度を含み５年を超えない範囲内において、翌年度以降の契約を特命随意契約として締結することができる。ただし、翌年度以降の特命随意契約を締結するにあたっては、江戸川区議会における、各年度における本区の事業予算の成立を前提とする。
(３)　募集及び選定の方式
　　　本募集は、本募集要項、仕様書等を踏まえ公募するものとする。
　　　選定については、ストレスチェック業務の民間委託事業者選定委員会を別途設置し、応募事業者から提出された企画提案書類等（「９　応募書類等とその作成について」）により定める応募資格の審査に必要な書類及び企画提案の審査に必要な書類をいう。）及びプレゼンテーションにより同委員会の厳正なる審査の上、選定する。
（４）　契約の締結
　　　　応募事業者の中から契約予定事業者を選定後、契約予定事業者が提出した企画提案書類等、プレゼンテーションを踏まえ、実際に事業の執行に必要な内容を精査し、本区と委託事業者との間で協議の上、本件委託契約を締結する。また、契約の締結は江戸川区議会において、令和８年度の事業予算の成立を条件とする。
（５）　募集の担当
　　　　江戸川区総務部職員課労務健康係　　電話　03-5662-6281（直通）
※　　本件業務委託に関する質問、企画提案書類等の提出の方法その他事項等については、「６　募集に関するスケジュール等」を参照
３　業務委託上限金額
業務委託上限金額　4,042,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

　　※　見積りにあっては、本契約に必要な経費について、企画提案書の中に内訳、金額等を具体的に明示するものとする。業務委託上限金額を超えない価格設定を提案するものとする。

４　応募に関する事項
　(１)　応募者の資格等
　　　①　応募要件
　　　　ア　応募者は、本募集要項に定める募集の目的及び仕様書を適切に把握し、本委託事業が十分
に遂行できること。
　　　　イ　応募者は、本区及びその他関係機関との協議、調整に十分な能力を有し、契約及び本委託
　　　　　事業の実施、諸条件の変化に対して柔軟な対応ができること。
　　　②　応募資格
　　　　　応募者は、法人であること。
　　　③　応募の制限
　　　　　本募集に参加を表明できる事業者は、次に掲げる事項を参加申込時点で全て満たす事業者と
する。
　　　　ア　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。
　　　　イ　申請時において本区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けていないこと。
　　　　ウ　暴力団（江戸川区暴力団排除条例（平成24年７月江戸川区条例第37号）第２条第１号に
規定する暴力団をいう。）又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から５年を経過
しない者の統制の下にないこと。
　　　　エ　江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱（平成23年10月１日施行）に規定する入札
参加除外措置を受けていないこと。
　　　　オ　最近１年間に、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納していな
いこと。
　　　　カ　直近３年間に、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第
57号）及びその他労働法による罰則を受けていないこと。
　　　　キ　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生
　　　　　法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生手続き開始の申立て、又は破産法（平成16
年法律第75号）の規定に基づく破産開始手続きの申立てがなされていないこと。
　　　　ク　過去に官公庁における契約途中の業務解除がなされていないこと。（発注者の責による解除
　　　　　を除く。）
　　　　ケ　一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運用するＩＳＭＳ適合性評価制度においてＩＳ
ＭＳ認証又は同協会が認定するプライバシーマークの使用許可を取得している法人
　　　④　業務の再委託の制限
　　　　　全ての業務を再委託することはできないものとする。
　　　　
(２)　応募に関する留意事項
　　　①　費用負担
　　　　　本募集の応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。本委託事業に係る予算が江戸川区議会で議決されない場合又はその他の理由により本委託事業が実施できなくなった場合にあっては、どの応募事業者とも契約を締結しないことがある。この場合は、当該予算の議決を条件とした準備契約の締結後であったとしても、本委託契約締結前に係る費用については応募事業者の負担とする。
　　　②　提出書類の取扱い及び著作権等の知的財産権等について
　　　　　本募集の応募に関して提出された書類に関する著作権等にかかる知的財産権又は肖像権等は、それぞれの応募事業者に帰属するものとするが、本区へ提出された書類はいかなる理由があっても返却しない。また、本区は関係法令及び関係条例規則等に定める外、本委託事業の契約予定事業者の選定以外の目的で、応募事業者から提出された書類を使用し、又は第三者へ情報を提供しない。
　　　③　本区から提示する資料の取扱い
　　　　　本区から提示する仕様書等の資料は、本募集の応募に係る検討以外の目的での使用は認めない。応募事業者は、選定から漏れた段階で各応募事業者の責任において当該資料を破棄することとする。また、応募事業者は、応募に当たり知り得た情報を第三者に漏らさないものとする。
　　　④　応募形態
　　　　　本募集の応募は、共同事業者での応募は認めない。
　　　⑤　複数提案の禁止
　　　　　本募集は、応募事業者ごとに、一つの応募に限るものとする。

　　　⑥　提出書類の変更禁止
　　　　　本区へ提出した書類は、変更することができない。ただし、提出した書類に不明確な表示等があり、かつ、本区が変更を認めたときはこの限りではない。
　　　⑦　虚偽記載の禁止
　　　　　本区へ提出した書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする場合がある。
　　　⑧　審査妨害の禁止
　　　　　審査の公平性を害する行為及び本公募開始後本業務に関することで審査委員に接触を求めることは禁止する。
　　　⑨　提案の辞退
　　　　　応募書類の提出後、応募を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出する。
(３)順守が必要な例規
　　次の例規は、江戸川区例規集検索システムから全て検索することが可能である。当該システムは、

次のアドレスから確認することができる。
　http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrFeF01/init?jctcd=8A80168121
　　①江戸川区個人情報保護条例（平成６年３月江戸川区条例第１号）
　　②江戸川区個人情報保護条例施行規則（平成６年９月江戸川区規則第54号）

５　審査体制
　　ストレスチェック業務の民間委託事業者選定委員会設置要領に基づき、ストレスチェック業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。
　　本業務委託の事業者選定に係る全ての審査は、選定委員会が行う。
６　募集に関するスケジュール等

　（１）　募集スケジュール
	　　　　
	内　容
	
期　日


	１
	　募集の公表
	令和８年１月９日（金）

	２
	質問書の受付
	令和８年１月16日（金）午後５時まで

	３
	質問書への回答
	令和８年１月21日（水）予定

	４
	参加表明書の提出
	令和８年１月23日（金）午後５時まで

	５
	応募書類の提出
	令和８年１月30日（金）午後５時まで

	６
	第一次審査（書類審査）の結果通知
	令和８年２月下旬頃

	７
	第二次審査（プレゼンテーション）
	令和８年３月中旬頃

	８
	契約予定事業者の決定
	令和８年３月下旬頃


　
(２)　募集手続き
　　　①　募集の公表及び周知
　　　　　本区の公式ホームページ（　https://www.city.edogawa.tokyo.jp/　）に掲載し、公表する。
　　　　　公表時期　令和８年１月９日(金)
　　　　※　募集にあたり説明会は開催しない。
　　　②　質問書の受付
　　　　　募集要項の内容等に関する質問について次のとおり受け付ける。
　　　　ア　受付期限　令和８年１月16日（金）午後５時まで
　　　　　　　　　　　直接持参する場合は、午前９時～午後５時まで
（平日正午～午後１時、土日祝日を除く。）
　　　　イ　受付方法　メール　1220500@city.edogawa.tokyo.jp
　　　　　　　　　　　直接持参　総務部職員課労務健康係
　　　　　　　　　　　　　　　　東京都江戸川区中央一丁目４番１号　江戸川区役所３階５番窓口
　　　　ウ　質問方法　質問は、メール送信の場合にあっては、件名を「【会社名】ストレスチェック業
務委託に関する質問」とし、メール本文に会社名、担当者名、連絡先を明記した上、質問書（様式４）を添付して「イ　受付方法」に示したメールアドレス宛に送信する方法により提出する。
直接持参の場合にあっては、文書本文に会社名、担当者名、連絡先を明記した上、質問事項を記載し、提出するものとする。なお、電話、FAX又は口頭による質問は受け付けない。
※１　令和８年１月16日（金）午後５時必着とし、その時間以後に到着した場合は、受け付けない。
※２　本区は誤送信等の事故による責任は負わない。
　　　③　質問書への回答
　　　　　質問及びその回答は、本区ホームページ(　https://www.city.edogawa.tokyo.jp/　)上に掲載することとし（令和８年１月21日（水）予定）、口頭による回答及び再質問は受け付けない。なお、質問書への回答は、募集事項及び仕様書と一体のものとして取扱い、必要な提案をするものとする。
　回答にあたっては、質問をした事業者名は公表しない。また、意見の表明と解されるもの、質問内容が不明瞭なもの、その他本業務委託への公募に関する質問と解することができないものは、回答しない。
　　　④　参加表明書
　　　　　参加表明書及び「９（１）応募資格の審査に必要な書類」は、次のとおり受け付ける。
　　　　　ア　受付期限　令和８年１月23日（金）午後５時まで
　　　　　イ　受付時間　午前９時～午後５時（平日正午～午後１時、土日祝日を除く。）
　　　　　ウ　受付場所　総務部職員課労務健康係（江戸川区役所３階５番窓口）
　　　　　エ　郵送場所　
住所：〒132-8501　東京都江戸川区中央一丁目４番１号
　　　　　　　宛先：江戸川区役所　総務部職員課労務健康係　委託担当　行き
　　　　　　　電話：03-5662-6281（直通）
　　　　　オ　提出方法　参加表明書及び「９（１）応募資格の審査に必要な書類」を受付場所へ直接持参し、又は郵送（簡易書留等により書類の到着が客観的に確認できる郵送方法に限る。）により提出する。
※郵送による提出の場合であっても、令和８年１月23日（金）午後５時必着とし、翌日以後に到着した場合は、受け付けない。
　　　⑤　応募書類の受付
　　　　　応募書類については、次のとおり受け付ける。
　　　　　ア　受付期限　令和８年１月30日（金）午後５時まで
　　　　　イ　受付時間　午前９時～午後５時（平日正午～午後１時、土日祝日を除く。）
　　　　　ウ　受付場所　総務部職員課労務健康係（江戸川区役所３階５番窓口）
　　　　　エ　郵送場所　
　　　　　　　住所：〒132-8501　東京都江戸川区中央一丁目４番１号

　　　　　　　宛先：江戸川区役所　総務部職員課労務健康係　委託担当　行き

　　　　　　　電話：03-5662-6281（直通）
　　　　　オ　提出方法　応募書類を受付場所へ直接持参し、又は郵送（簡易書留等により書類の到着
が客観的に確認できる郵送方法に限る。）により提出する。

※郵送による提出の場合であっても、令和８年１月30日（金）午後５時必着とし、翌日以後に到着した場合は、受け付けない。
　　　　　カ　応募書類　「９（２）企画提案の審査に必要な書類」を参照
　　　⑥　第一次審査
　応募事業者から提出された「９　応募書類等とその作成について」の書類を用いて、別に定
める審査基準に基づき提案内容を評価するものとし、評価の結果が上位である応募事業者を第
二次審査対象として選出する。
　　　⑦　第一次審査結果の通知
　　　　　第一次審査結果は、全ての応募事業者へ文書で通知する。なお、審査結果の詳細（各事業の
得点等審査内容及びその他の選考過程等をいう。）についての問い合わせ等には、一切応じない
ものとする。
　また、第一次審査を通過した応募事業者に対して、本区は別途補足説明資料を求めることができる。本区から求めがあった場合には、本区が指定する期限及び方法により補足説明資料を提出するものとする。
　　　⑧　第二次審査
　　　　　第二次審査対象となった応募事業者の中から、審査基準に基づき、提案内容、プレゼンテー
ション及びその他内容を審査し、提案内容を評価するものとし、算出した総合得点により優先協議者を決定する。
　　　⑨　第二次審査の開催
　　　　　第一次審査を通過した応募事業者に対し、提出された企画提案書に対するプレゼンテーショ
ンを次のとおり実施する。
　ア　開催時期　令和８年３月中旬頃
　イ　開催日時　別途通知
　ウ　開催会場　別途通知
　エ　実施方法　別途通知
　　　⑩　契約予定事業者の決定
　　　　　第二次審査を実施した応募事業者の中から、別に定める審査基準に基づき、提案書類、プレ
ゼンテーション及びその他の提案内容を評価し、算出した総合得点により令和８年３月下旬に
優れた提案者を第１位優先協議者から第３位優先協議者までを決定する。第二次審査の結果は、
第二次審査を実施した全ての応募事業者に対して文書で通知する。
　　　⑪　審査結果の公表
　　　　　審査結果については、本区ホームページ(　https://www.city.edogawa.tokyo.jp/　)にて公表する。なお、審査結果の詳細（各事業者の得点等審査内容及びその他の選考過程等をいう。）についての問い合わせなどには、一切応じない。
　　　⑫　選定の取消し
　　　　　優先協議者選定後であっても、当該事業者が「４　応募に関する事項」の（１）②応募資格又は③応募者の制限に該当しないものとなった場合は、その決定を取消すものとする。また、提案内容に虚偽の記載又は重大な瑕疵があった場合は、企画提案を無効とし、優先協議者であっても本区はその決定を取消すことができるものとする。
７　契約に関するスケジュール等

（１）　契約スケジュール
　　　①契約締結に関する打ち合わせ　　　　　 令和８年４月初旬頃
　　　②契約の締結　　　　　　　　　　　　 　令和８年４月下旬頃
　　　③業務準備に関する打ち合わせ　　　　　 令和８年５月中旬～下旬
　　　④業務開始　　　　　　　　　　　　　　 契約締結日以降
（２）　契約予定事業者との契約
　　　　　本区は、契約予定事業者の企画提案の内容を踏まえて契約を締結するが、実際の締結内容は、
　　　　必ずしも企画提案書の内容を全て網羅して契約するものではない。また、当該契約は江戸川区
　　　　議会により令和８年度の予算が議決されることを前提に行う契約であり、江戸川区議会により、
　　　　同予算が議決されなかった場合は、契約は成立しないものとする。
８　提案内容の評価基準について
　　概ね次の事項を基準として企画提案書類及びプレゼンテーション等により提案の評価を行う。プレ
ゼンテーション等では提案に関する考え方のほか、提案の具体的な実現方法等を評価するものとする。
（１）　業務実績評価　
過去に同種の業務について十分な実績はあるか。

（２）　実施体制評価　
本事業の実施に当たり、信頼できる体制が確保されているか。

（３）　企画内容評価　
本事業の趣旨を理解し、法律及び仕様書の内容を反映した有益な内容となっているか。
セルフケア及び職場環境改善のために、工夫が凝らされ活用しやすい内容となっているか。

（４）　その他　　　　
セールスポイントは何か。

（５）　価格評価　　　
予定価格を上回る場合は失格とする。
９　応募書類等とその作成について
（１）応募資格の審査に必要な書類
	提出書類
	様式
	部数
	留意事項

	参加表明書
	様式１
	１部
	企画提案書に先立ち、必ず提出する。

	会社概要
	任意
	１部
	事業概要がわかるもの。

	法人登記簿謄本
	―
	１部
	提出日前３か月以内に発行されたものに限る。

	財務諸表
	―
	１部
	直近３か年分の賃借対照表及び損益計算書の写し（決算書）

	納税証明書
	―
	各１部
	法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（納税証明書（その３の３）をいう。）、法人事業税及び法人住民税の納税証明書（納税証明書（一般用）をいう。）


（２）企画提案の審査に必要な書類
	提出書類
	様式
	部数
	留意事項

	ストレスチェック
企画提案書（要約）
	様式2-1
	正本１部
副本５部
	企画提案書（様式2-2）の要約とする。

	企画提案書
	様式2-2
	正本１部
副本５部
	ストレスチェックの実施方法、内容、特徴及びセールスポイント等が詳細に記載されているもの。

	業務実績一覧表
	任意
	正本１部
副本５部
	過去３年間に受託した同種の業務について、概要のわかるもの。

	委託体制組織図
	任意
	正本１部
副本５部
	責任者、現場体制（現場管理者、人員配置体制等）

	見積書
	様式３
	正本１部
副本５部
	本業務委託は単価契約とする。別紙「仕様書」の予定数量に基づき、予定総額で見積すること。

	ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｰｸ又はISMS等の許諾が証明できる書類
	―
	副本５部
	使用の許諾又は認証の取得が証明できるもの。


※１　各書類の体裁は、なるべくA4サイズに統一する。
※２　企画提案書（任意）の様式は、必ず表紙をつけること。
※３　企画提案書（任意）以外の提出書類は、原則として両面印刷とし、２枚以上にわたるものについ
ては、１部ずつ左上にホッチキス留めをする。

※４　正本には、会社名、代表者役職及び代表者氏名を表示し、代表者印を押印すること。

※５　副本には、会社名、代表者役職、代表者氏名、代表者印、ロゴ又はその他応募者を類推可能な情

報を表示しないこと。
（４）　提出及び問合せ先
　　　　本業務委託に関する書類の提出先は、「６　募集に関するスケジュール等」を参照とする。
10　本募集にかかわる事務局
　　担当：江戸川区総務部職員課労務健康係
　　住所：〒132-8501　東京都江戸川区中央一丁目４番１号
　　電話：03-5662-6281（直通）
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